
税税　務　

サ
イ
バ
ー 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
月
間

　
政
府
で
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
普
及
啓

発
強
化
の
た
め
、
２
月
１
日
か
ら
３
月
18
日
ま
で
を
「
サ
イ

バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
月
間
」
と
し
て
い
ま
す
。

　
最
近
多
く
発
生
し
て
い
る
事
案
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

◉
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
メ
ー
ル
等
（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
ク
リ
ッ
ク
し
な
い

で
く
だ
さ
い
）

　
偽
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
誘
導
し
て
、
住
所
、
氏
名
、
Ｉ
Ｄ
・

パ
ス
ワ
ー
ド
な
ど
を
盗
み
取
る
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
が
多
発
し

て
い
ま
す
。

◉
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
詐
欺

　
「
商
品
が
届
か
な
い
」、「
偽
物
が
届
い
た
」
な
ど
の
ト
ラ

ブ
ル
が
発
生
し
て
ま
す
。

　
次
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
に
当
て
は
ま
る
な
ら
ば
、
偽
サ

イ
ト
の
可
能
性
大
で
す
。

・
全
商
品
が
極
端
に
値
引
き
さ
れ
て
い
る
。

・
振
込
先
口
座
が
、
個
人
名
義
、
外
国
人
名
義
で
あ
る
。

・
不
自
然
な
日
本
語
表
記
と
な
っ
て
い
る
。

・
店
舗
の
連
絡
先
の
表
示
の
記
載
が
な
い
。

◉
サ
ポ
ー
ト
詐
欺

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
閲
覧
中
に
、
突
然
画
面
に
「
ウ
イ
ル

ス
に
感
染
し
ま
し
た
」
な
ど
の
警
告
が
表
示
さ
れ
、
画
面

に
表
示
さ
れ
た
電
話
番
号
に
電
話
を
か
け
る
と
、
パ
ソ
コ

ン
修
復
名
目
に
サ
ポ
ー
ト
料
金
の
支
払
な
ど
を
要
求
さ
れ

る
「
サ
ポ
ー
ト
詐
欺
」
被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

◉
国
際
ロ
マ
ン
ス
詐
欺

・
海
外
の
軍
人
に
な
り
す
ま
し
、「
除
隊
す
る
た
め
に
お
金

が
必
要
な
の
で
一
時
的
に
貸
し
て
ほ
し
い
」「
あ
な
た
と

結
婚
す
る
た
め
に
日
本
に
行
く
渡
航
費
や
荷
物
の
運
搬
費

を
立
て
替
え
て
ほ
し
い
」
な
ど
と
金
銭
を
要
求
す
る
。

・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
や
り
と
り
を
続
け
て
親
密
な
関
係
を
築
い

た
頃
に
、
投
資
に
成
功
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
様
子
を
見

せ
、
あ
な
た
に
も
幸
せ
に
な
っ
て
ほ
し
い
か
ら
な
ど
と
言

っ
て
暗
号
資
産
や
Ｆ
Ｘ
な
ど
の
投
資
話
を
持
ち
か
け
、
高

額
な
投
資
金
を
送
金
さ
せ
た
後
に
連
絡
が
つ
か
な
く
な
る
。
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　令和３年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は、

までとなっています。申告と納税は期限内に済ませてください。
　申告会場では室内の換気・マスクの着用・手指のアルコール消毒に
ご協力ください。
　なお、申告書は会場内で作成・提出することもできますが、新型コ
ロナウイルス感染症への感染・拡散予防の観点から、手書きした確定
申告書の郵送、国税庁ホームページで作成し、e-Taxによる送信、ま
たは印刷して郵送などにより提出することができますので、ご利用く
ださい。

　確定申告書等にはマイナンバー（個人番号）の記載が必要です。マ
イナンバーを記載した確定申告書等を税務署へ提出する際には、申告
されるご本人の本人確認書類のコピーの添付が必要です。
≪本人確認を行うときに使用する書類の例≫
例１：マイナンバーカード（個人番号カード）のコピー（表裏両面）
例２：通知カードの写し【番号確認書類】＋運転免許証または
　　　公的医療保険の被保険者証のコピー【身元確認書類】など
　詳しくは熊本国税局のホームページをご覧いただくか、阿蘇税務署
（☎０９６７−２２−０５５１）にお尋ねください。

問	税務課税務係	
☎６２−１１２３

確定申告書にはマイナンバーの記載が必要です

２月16日（水）から３月15日（火）

確定申告が始まります

高森総合センター、草部総合センター、朋遊館
午前９時から午後３時まで
※税理士の日程については別途、確定申告に関する広報紙を全戸配　
布いたしますのでご確認ください。
◦申告期限間際になりますと申告会場が込み合うことが予想され、長
時間かかる場合もあります。
◦申告の際は、損失の計算に必要な書類及び確定申告に必要な書類等
をご持参ください。

税理士会による確定申告無料相談

　別途、確定申告に関する広報紙を送付しております。また、TPC
のデータ放送でもご確認できます。

住民税申告及び高森町役場での確定申告受付

　公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金
などに関する雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得
税と復興特別所得税についての確定申告は不要です。
　ただし・・・・
①所得税と復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書の提
出が必要です。
②非課税年金（遺族年金や障害年金など）を受給されている場合は、
住民税の申告が必要です。

公的年金収入のある方の確定申告について

阿蘇税務署　会議室（阿蘇市一の宮町宮地1944番地）
☎０９６７−２２−０５５１（午前９時から午後４時まで）

申告相談会場のご案内

２月16日（水）から３月15日（火）まで （土・日は除く）
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マイナンバーカード物語
高森町オリジナル‼ 問	住民福祉課総合窓口係　	

☎０９６７−６２−２９１１

広報たかもり（5）


